
★
21 広報きゃんせ長浜　2008年１月 広報きゃんせ長浜　2008年１月 20

税福祉、年金

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で

障
害
者
控
除
を

次
に
該
当
す
る
老
齢
者
の
方
や
、

そ
の
老
齢
者
を
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
、
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。控

除
を
受
け
る
に
は
、
認
定
書
が

必
要
で
す
。
次
の
窓
口
で
申
請
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

《
対
象
者
》

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

○
介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
認
知

症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」

が
Ⅲ
、
Ⅳ
ま
た
は
Ｍ
と
判
定
さ
れ

て
い
る
こ
と

○
介
護
認
定
調
査
票
で
「
障
害
老
人

の
日
常
生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り

度
）」
が
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
と
判
定
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
６
か
月
以
上
寝

た
き
り
状
態
で
あ
る
こ
と

《
認
定
書
交
付
窓
口
》

○
市
役
所
東
別
館
高
齢
福
祉
介
護
課

（
7
X
７
７
８
９
）

○
浅
井
支
所
市
民
福
祉
課

（
7
a
４
３
５
４
）

○
び
わ
支
所
市
民
福
祉
課

（
7
_
５
２
５
３
）

１
月
31
日
は
市
県
民
税
第
４
期
の

納
期
限
で
す
。
納
付
書
で
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
方
は
、
お
手
元
に
あ

る
納
付
書
の
「
期
別
」「
納
期
限
」
を

ご
確
認
の
上
、
忘
れ
ず
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
か
ら
９
月
に
第
２
期
、
第

３
期
及
び
第
４
期
の
納
付
書
を
一

括
で
送
付
し
て
い
ま
す
。

◆
市
税
の
納
付
は
「
確
実
」「
便
利
」

「
安
全
」
な
『
口
座
振
替
』
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
一
度
申
し
込
め
ば
納
期
ご
と
に
、

指
定
し
て
い
た
だ
い
た
預
金
口
座

か
ら
自
動
的
に
振
り
替
え
で
き
、

納
め
忘
れ
が
な
く
確
実
で
す
。

○
納
付
書
と
現
金
を
持
っ
て
金
融
機

関
や
市
役
所
の
窓
口
に
出
向
く
必

要
が
な
い
の
で
、
便
利
で
安
全
で

す
。

○
金
融
機
関
・
市
役
所
・
各
支
所
で

簡
単
に
申
し
込
み
で
き
ま
す
。(

通

帳
、
口
座
お
届
け
印
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。)

認
定
書
の
お
問
合
せ
は
、
各
認
定
書

交
付
窓
口
へ
。
税
の
控
除
に
関
す
る

お
問
合
せ
は
、
税
務
課
市
民
税
・
国

保
料
グ
ル
ー
プ（
7
X
６
５
２
４
）へ
。

寝
た
き
り
等
の
高
齢
者
の
み
な
さ

ん
に
気
持
ち
よ
く
過
ご
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
次
の
助
成
と
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
紙
お
む
つ
代
な
ど
の
助
成

紙
お
む
つ
・
お
む
つ
カ
バ
ー
と
引

換
が
で
き
る
助
成
券
（
２
万
７
千
円

分
）
を
年
２
回
交
付

○
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

理
美
容
店
が
ご
家
庭
を
訪
問
し
、

理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

【
対
　
象
】

平
成
19
年
７
月
１
日
か
ら
12
月
31
ま

で
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し

て
い
た
所
得
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
平
成
19
年
７
月
１
日
時
点
で
、
介

護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
４
、
５

の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
（
た
だ

し
、
紙
お
む
つ
代
の
助
成
は
要
介

護
３
を
含
む
）

・
平
成
12
年
３
月
末
ま
で
高
齢
者
介

護
激
励
金
の
対
象
で
あ
っ
た
人

・
特
別
し
ょ
う
が
い
者
手
当
受
給
者

・
福
祉
手
当
受
給
者

【
受
付
期
間
】

１
月
４
日（
金
）〜
31
日（
木
）の
平
日

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

国
民
年
金
は
す
べ
て
の
公
的
年
金

の
基
礎
と
な
る
も
の
で
、
日
本
国
内

に
住
所
の
あ
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
す
べ
て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加

入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
学
生
の
方
も
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

公
的
年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
が

高
齢
世
代
を
支
え
、
今
の
現
役
世
代

が
高
齢
世
代
に
な
っ
た
と
き
に
は
次

の
世
代
が
支
え
る
と
い
う
「
世
代
と

世
代
の
支
え
あ
い
」
の
し
く
み
で
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。

20
歳
を
迎
え
ら
れ
る
こ
の
機
会
に

し
っ
か
り
と
人
生
計
画
を
立
て
、
自

分
自
身
の
将
来
の
た
め
、
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
て
く
だ

さ
い
。

20
歳
を
迎
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
方

を
対
象
と
し
て
、
20
歳
の
誕
生
月
の

前
月
に
「
国
民
年
金
被
保
険
者
調

査
・
資
格
取
得
届
」（
は
が
き
）
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
は
、
税
務
課(

7
X
６
５

２
４)

へ
。

お
問
合
せ
は
、
高
齢
福
祉
介
護
課

（
7
X
７
７
８
９
）
浅
井
支
所
市
民
福

祉
課
（
7
a
４
３
５
４
）
び
わ
支
所

市
民
福
祉
課
（
7
_
５
２
５
３
）
へ
。

お
問
合
せ
は
、
滋
賀
社
会
保
険
事
務

局
彦
根
事
務
所
国
民
年
金
業
務
課

（
7
０
７
４
９
│
２
３
│
１
１
１
４
）へ
。

確定申告説明会と申告相談のご案内
○所得税・消費税の決算・確定申告説明会

○サラリーマンや年金受給者のための申告会場
確定申告期間前に、年金受給者と給与所得者の医療費控除、住宅借入金等特別控除及び中途退
職（者）に係る還付申告会場を開設します。

○事業（農業）所得者のための地区相談会

開　催　日

１月28日（月）

開　　催　　日

２月１日(金),７日(木),８日(金)

２月４日(月)

会　　　　　場

長浜市民交流センター（地福寺町）

長浜市役所　浅井支所 (内保町)

開催時間

9:00～12:00

13:00～15:30

説　明　内　容

確定申告書各様式の記載方法等

会　　　場

長浜文化芸術会館（大島町）

開催時間

13:00～16:00

開　　催　　日

２月18日(月),19日(火),20日(水)

３月３日(月),４日(火)

２月26日(火)

会　　場

長浜商工会議所(高田町)

虎姫町商工会館(虎姫町)

開催時間

9:30～12:00

13:00～16:00

お問合せは、長浜税務署（7U６１４４）へ。

市
県
民
税(

第
４
期)

納
付
の
お
願
い

固
定
資
産
税(

第
４
期)

の
納
期
限
は
１
月

４
日
で
し
た
。
お
納
め
忘
れ
の
方
は
、
至

急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
１
月
下
旬
に
は

「
督
促
状
」
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

督
促
手
数
料
１
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。

納
付
書
が
見
あ
た
ら
な
い
場
合
は
、
税
務

課
・
各
支
所
市
民
福
祉
課
で
再
発
行
を
い

た
し
ま
す
の
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

重度の身体・知的しょうがいのある人に

紙おむつ等を支給

紙おむつ・おむつカバー（５万４千円相当分）
を現物で支給します。対象は平成20年１月１日
時点で次の要件をすべて満たし、かつ前１年間
に６か月以上在宅で生活した人です。
●１、２級の身体障害者手帳（肢体不自由）ま
たは、重度（Ａ）の療育手帳の交付を受けて
いる人

●満３歳以上65歳未満の人
●しょうがいにより常時おむつが必要で、現に
使用している人

●平成18年分の所得税が非課税世帯の人
【受付期間】１月７日（月）～１月31日（木）
【持ち物】身体障害者手帳または療育手帳と印鑑

お問合せ・申込みは、
福祉課しょうがい福祉グループ

（7X６５１８）
浅井支所市民福祉課（7a４３５４）
びわ支所市民福祉課（7_５２５３）へ。

寝
た
き
り
等
の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
へ

紙
お
む
つ
代
等
の
助
成
と

理
美
容
サ
ー
ビ
ス

20
歳
が
ス
タ
ー
ト
！

「
国
民
年
金
」

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
や
そ
の

養
育
者
に
対
し
、
福
祉
手
当
を
支

給
し
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
人

で
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
人
は

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

心
身
に
中
度
以
上
の
し
ょ
う
が

い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
人
を
在
宅

で
養
育
し
て
い
る
人

○
特
別
障
害
者
手
当

心
身
に
著
し
く
重
度
の
し
ょ
う

が
い
が
あ
る
た
め
に
常
時
介
護
が

必
要
な
20
歳
以
上
の
在
宅
の
人

○
障
害
児
福
祉
手
当

心
身
に
重
度
の
し
ょ
う
が
い
が

あ
る
た
め
に
常
時
介
護
が
必
要
な

20
歳
未
満
の
在
宅
の
人

※
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
お
ら
れ
な
い

人
も
し
ょ
う
が
い
の
程
度
に
よ

り
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
本
人
お
よ
び
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
一
定
額
以
上
あ

る
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
ょ
う
が
い
者
福
祉
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？


